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証券コード　6062
2023年９月８日

（電子提供措置開始日　2023年９月６日）
株 主 各 位

大 阪 市 北 区 中 之 島 三 丁 目 ６ 番 3 2 号
株式会社チャーム・ケア・コーポレーション
代表取締役会長兼社長 下 村 隆 彦

第39回定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
　さて、当社第39回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申し上げます。
　本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）に
ついて電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますの
で、以下のウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い申し上げます。
【当社ウェブサイト】https://www.charmcc.jp/corp/
（上記ウェブサイトにアクセスいただき、メニューより「IR情報」「株主総会」を順に選択いた
だき、ご確認ください。）
　また、電子提供措置事項は、当社ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイ
トにも掲載しておりますので、以下よりご確認ください。
【東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show
（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「チャーム・ケア・コ
ーポレーション」または「コード」に当社証券コード「6062」を入力・検索し、「基本情報」
「縦覧書類／PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知／株主総会資
料」欄よりご確認ください。）
　当日ご出席お差し支えの場合は、以下のいずれかの方法によって議決権を行使することができ
ますので、お手数ながら「株主総会参考書類」をご検討の上、議決権を行使してくださいますよ
うお願い申し上げます。
［インターネット等による議決権行使の場合］
　当社指定の議決権行使ウェブサイト（https://www.web54.net）にアクセスしていただ
き、画面の案内に従って、2023年９月26日（火曜日）午後５時30分までに、議案に対する賛
否をご入力ください。
　インターネット等による議決権行使に際しましては、「インターネット等による議決権行使の
ご案内」をご確認くださいますようお願い申し上げます。
［書面による議決権行使の場合］
　議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2023年９月26日（火曜日）午後５
時30分までに到着するようご返送ください。

敬　具
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１．日 時 2023年９月27日（水曜日）午前10時　（受付開始　午前９時30分）
２．場 所 大阪市北区堂島浜一丁目２番１号

新ダイビル　４階　会議室
（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）

３．目的事項
報告事項 １．第39期（2022年７月１日から2023年６月30日まで）事業報告、連結計算

書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
２．第39期（2022年７月１日から2023年６月30日まで）計算書類報告の件

決議事項
第１号議案
第２号議案
第３号議案

剰余金処分の件
取締役７名選任の件
監査役３名選任の件

以　上
 

記

◎当日ご出席の際は、議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
また、資源節約のため、本招集ご通知をご持参くださいますようお願い申し上げます。

◎受付開始時間は、午前９時30分を予定しております。開会時刻間際になりますと会場受付が混雑
いたしますので、多少お早目にご来場くださいますようお願い申し上げます。

◎株主総会にご出席される株主様とご出席が難しい株主様の公平性等に勘案し、ご出席の株主様への
お土産のご用意はありません。何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、前述のインターネット上の当社ウェブサイト及び東証ウ
ェブサイトにおいて、その旨、修正前及び修正後の事項を掲載いたします。

◎会社法改正により、電子提供措置事項について前述の各ウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認い
ただくことを原則とし、基準日までに書面交付請求をいただいた株主様に限り、書面でお送りする
こととなりましたが、本株主総会においては、書面交付請求の有無にかかわらず、一律に電子提供
措置事項を記載した書面をお送りいたします。
なお、電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令及び当社定款第14条第２項の規
定に基づき、お送りする書面には記載しておりません。従って、当該書面は、監査役及び会計監査
人が監査報告を作成するに際して監査をした対象の一部です。
・連結計算書類の連結注記表
・計算書類の個別注記表

◎書面により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案につき賛否の表示をされない場
合は、賛成の表示があったものとして取り扱わせていただきます。
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インターネット等による議決権行使のご案内
QRコードを読み取る方法

「スマート行使®」
議決権行使コード・パスワードを

入力する方法
議決権行使コード及びパスワードを入力することなく議決権行使
ウェブサイトにログインすることができます。

議決権行使
ウェブサイト https://www.web54.net

　

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。２

「スマート行使®」での議決権行使は１回に限り可
能です。
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがパソ
コン向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議
決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、再度議
決権行使をお願いいたします。
※QRコードを再度読み取っていただくと、パソコン向けサイト
へ遷移できます。

議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。１
議 決 権 行 使 書

御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

議 決 権 行 使 書
御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

見 本
見 本

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。４

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。１

「次へすすむ」をクリック

議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」を
ご入力ください。

２

「議決権行使コード」を入力

「ログイン」をクリック

議決権行使書用紙に記載された「パスワード」をご入力
ください。

３

「パスワード」を入力

実際にご使用になる新しい
パスワードを設定してくだ
さい

「登録」をクリック

※操作画面はイメージです。

インターネット等による議決権行使で
パソコンやスマートフォンの操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三井住友信託銀行　証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
電話番号：0120－652－031（フリーダイヤル）

（受付時間　９：00～21：00）
議決権行使書とインターネット等により、重複して議決権を行使された場合は、インターネット等による議決権行使を有効なものとし
て取り扱わせていただきます。
インターネット等により、複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使されたものを有効な議決権行使として取り扱わせて
いただきます。
機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。
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株主総会参考書類

第１号議案　剰余金処分の件
　当社は、利益配分につきまして、株主利益の向上を重要な課題と位置付け、利益水準及び配当性向
等を総合的に勘案したうえで安定的な配当を行うことを基本方針としております。内部留保資金につ
きましては、経営基盤の強化、事業拡大のための設備投資及び人材の確保・育成等に充当していく予
定であります。
　上記方針に基づき、剰余金の処分につきましては、当期業績並びに今後の事業展開を勘案し、以下
のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項
①　配当財産の種類
　金銭といたします。
②　配当財産の割当てに関する事項及びその総額
　当社普通株式１株につき金22円といたしたいと存じます。
　なお、この場合の配当総額は717,846,184円となります。
③　剰余金の配当が効力を生じる日
　2023年９月28日といたしたいと存じます。
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候補者
番 号 氏 名 現在の当社における地位及び担当 選任の種別等

1 しも

下
 

　
 

　
むら

村
 

　
 

　
たか

隆
 

　
 

　
ひこ

彦
代表取締役会長兼社長
リスクマネジメント室担当 【再任】

2 こ

小
 

　
 

　
かじ

梶
 

　
 

　
し

史
 

　
 

　
ろう

朗
取締役　常務執行役員
ＤＸ推進室長兼事業構想室長
首都圏介護事業部、不動産事業部、
首都圏営業部、近畿圏営業部担当

【再任】

3 まえ

前　　
だ

田　　
よし

好　　
ひこ

彦 執行役員 【新任】

4 よこ

横　　
やま

山　　
しげ

滋　　
き

樹
執行役員
業務管理室長 【新任】

5 やま

山
 

　
 

　
ざわ

澤
 

　
 

　
とも

倶
 

　
 

　
かず

和 取締役 【再任】【社外】【独立役員】

6 にし

西
 

　
 

　
かど

門
 

　
 

　
けん

賢
 

　
 

　
じ

治 取締役 【再任】【社外】【独立役員】

7 た

田
 

　
 

　
なか

中
 

　
 

　
きみ

公
 

　
 

　
こ

子 取締役 【再任】【社外】【独立役員】

第２号議案　取締役７名選任の件
　取締役全員（７名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、社外取締役
３名を含む取締役７名の選任をお願いいたしたいと存じます。
　取締役候補者は、次のとおりであります。
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候補者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 ・ 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当 社 の
株 式 数

１

しも

下
 

　
 

　
むら

村
 

　
 

　
たか

隆
 

　
 

　
ひこ

彦
(1943年６月３日生)

【再任】

    1966年    4 月 株式会社岡組　入社
    1969年    4 月 下村建設株式会社　入社
    1969年    6 月 同社取締役
    1973年    6 月 同社代表取締役
    2004年    11月 当社代表取締役社長
    2008年    6 月 下村建設株式会社　取締役会長（現任）
    2014年    7 月 当社代表取締役社長　事業開発部長
    2015年    7 月 当社代表取締役社長
    2020年    7 月 当社代表取締役会長兼社長（現任）

2021年11月 ウェルヴィル株式会社　社外取締役（現任）

5,291,000株

 （担当）
リスクマネジメント室

 （重要な兼職の状況）
　ウェルヴィル株式会社　社外取締役
 （2023年６月期取締役会出席状況）
　22回/22回（出席率100％）

◆取締役候補者とした理由
　下村　隆彦氏は、当社の創業者として経営全体の指揮を執り、企業価値の向上に貢献しております。また、
企業経営者としての豊富な経験とともに人格、見識ともに優れていることから、引き続き取締役候補者といた
しました。
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候補者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 ・ 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当 社 の
株 式 数

２

こ

小
 

　
 

　
かじ

梶
 

　
 

　
し

史
 

　
 

　
ろう

朗
(1974年２月13日生)

【再任】

    1999年    4 月 株式会社安心ネットワーク　入社
    2004年    6 月 当社入社
    2015年    7 月 当社事業開発部長
    2017年    6 月 当社事業本部副本部長　首都圏事業部長
    2017年    9 月 当社取締役　事業本部副本部長

首都圏事業部長
    2019年    7 月 当社取締役　常務執行役員

事業本部副本部長　首都圏事業部長
    2022年    7 月 当社取締役　常務執行役員

ＤＸ推進室長兼事業構想室長（現任）

30,020株

 （担当）
首都圏介護事業部、不動産事業部、首都圏営業部、近畿圏
営業部

 （2023年６月期取締役会出席状況）
　21回/22回（出席率95.5％）

◆取締役候補者とした理由
　小梶　史朗氏は、当社に入社以降、主として事業開発部門に所属し、豊富な経験と実績を有しているほか、
介護付有料老人ホームの運営・管理業務にも携わっております。また、人格、見識ともに優れていることか
ら、引き続き取締役候補者といたしました。
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候補者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 ・ 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当 社 の
株 式 数

３

まえ

前
 

　
 

　
だ

田
 

　
 

　
よし

好
 

　
 

　
ひこ

彦
(1965年２月12日生)

【新任】

    1987年    4 月 株式会社大和銀行
（現　株式会社りそな銀行）入行

    2017年    4 月 株式会社埼玉りそな銀行
オペレーション改革部長

    2019年    4 月 株式会社みなと銀行　執行役員
事務統括部副担当兼事務推進部担当兼証券
国際事務部副担当

    2021年    4 月 株式会社関西みらいフィナンシャルグルー
プ　執行役員　プロセス改革部担当
株式会社みなと銀行　執行役員
プロセス改革部担当兼事務推進部担当

    2022年    4 月 同行　執行役員　プロセス改革部担当統括
株式会社関西みらい銀行　執行役員
プロセス改革部担当

    2023年    4 月 当社執行役員（現任）

－株

◆取締役候補者とした理由
　前田　好彦氏は、大手金融機関における長年にわたる経験と、財務・経理、人事・総務、経営企画、情報シ
ステム、コンプライアンスなど幅広い管理部門における知識・経験を有しております。また、人格、見識とも
に優れていることから、取締役候補者といたしました。
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候補者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 ・ 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当 社 の
株 式 数

４

よこ

横
 

　
 

　
やま

山
 

　
 

　
しげ

滋　　
き

樹
(1974年5月14日生)

【新任】

    1997年    4 月 株式会社安心ネットワーク　入社
    2004年    6 月 当社入社
    2019年    7 月 当社業務管理室長（現任）
    2021年    7 月 当社執行役員（現任）

28,700株

◆取締役候補者とした理由
　横山　滋樹氏は、当社に入社以降、主として業務管理室に所属し、介護保険制度についての幅広い知識と、
豊富な経験・実績を有しているほか、介護付有料老人ホームの運営・管理業務にも携わっております。また、
人格、見識ともに優れていることから、取締役候補者といたしました。
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候補者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 ・ 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当 社 の
株 式 数

５

やま

山
 

　
 

　
ざわ

澤
 

　
 

　
とも

倶
 

　
 

　
かず

和
(1947年11月26日生)

【再任】【社外】
【独立役員】

    1971年    4 月 京阪神急行電鉄株式会社　入社
    1999年    6 月 阪急電鉄株式会社　統括本部副本部長

兼広報室長
    2000年    6 月 同社取締役　統括本部長
    2002年    4 月 株式会社第一阪急ホテルズ

（現　株式会社阪急阪神ホテルズ）
代表取締役社長

    2007年    6 月 阪急阪神ホールディングス株式会社
取締役

    2012年    4 月 株式会社阪急阪神ホテルズ 代表取締役会長
    2012年    6 月 阪神高速道路株式会社　代表取締役社長
    2014年    4 月 株式会社阪急阪神ホテルズ　顧問
    2016年    6 月 阪神高速道路株式会社　顧問
    2017年    6 月 株式会社池田泉州銀行　社外取締役
    2017年    9 月 当社社外取締役（現任）
    2018年    6 月 株式会社池田泉州ホールディングス

社外取締役
株式会社池田泉州銀行　非業務執行取締役

    2023年    7 月 学校法人大阪経済大学　理事長（現任）

－株

 （重要な兼職の状況）
　学校法人大阪経済大学　理事長
 （2023年６月期取締役会出席状況）
　22回/22回（出席率100％）

◆社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
　山澤　倶和氏は、株式会社阪急阪神ホテルズ代表取締役社長、阪神高速道路株式会社代表取締役社長等の要
職を歴任され、企業経営における豊富な経験と高い見識を有しております。また、当社の経営に有効な意見表
明及び経営陣に対する指導・監督を行っており、引き続き業務執行の監督機能強化への貢献及び企業経営にお
ける豊富な経験と高い見地を活かした経営的視点からの助言を期待し、社外取締役候補者といたしました。
　なお、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出を行っており
ます。同氏が再任された場合には、独立役員の届け出を継続いたします。
　同氏の当社社外取締役の在任期間は本総会終結の時をもって６年となります。

－ 10 －



招
集
ご
通
知

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

監
査
報
告

株
主
総
会
参
考
書
類

候補者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）
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（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当 社 の
株 式 数

６

にし

西
 

　
 

　
かど

門
 

　
 

　
けん

賢
 

　
 

　
じ

治
(1970年４月７日生)

【再任】【社外】
【独立役員】

    1993年    4 月 株式会社住友銀行
（現　株式会社三井住友銀行）　入行

    2009年    9 月 株式会社エディオン　入社
ＩＲ・広報部長

    2010年    8 月 グリーンホスピタルサプライ株式会社
入社　財務・経理部長

    2012年    6 月 同社取締役　財務・経理部長
    2015年    6 月 同社常務取締役　財務・経理部長
    2016年    6 月 シップヘルスケアホールディングス株式

会社　入社　経営管理室長
    2019年    4 月 アイネット・システムズ株式会社　取締役

日本パナユーズ株式会社　取締役
株式会社Ｉ＆Ｃ　取締役（現任）

    2019年    7 月 株式会社日本システム家具　取締役
    2019年    10月 株式会社日本ネットワークサービス

取締役
    2020年    9 月 当社社外取締役（現任）
    2021年    6 月 日本パナユーズ株式会社

代表取締役社長（現任）
2022年    6 月 アイネット・システムズ株式会社

監査役（現任）
2023年    6 月 株式会社日本ネットワークサービス

監査役（現任）

－株

 （重要な兼職の状況）
　日本パナユーズ株式会社　代表取締役社長
　アイネット・システムズ株式会社　監査役
　株式会社Ｉ＆Ｃ　取締役
　株式会社日本ネットワークサービス　監査役
 （2023年６月期取締役会出席状況）
　22回/22回（出席率100％）

◆社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
　西門　賢治氏は、民間企業における豊富な実務経験に加え、シップヘルスケアホールディングスグループ各
社の取締役を歴任され、企業経営における豊富な知識・経験を有しております。また、当社の経営に有効な助
言・提言をいただいており、引き続き企業経営における豊富な知識・経験を活かした経営的視点からの助言を
期待し、社外取締役候補者といたしました。
　なお、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出を行っており
ます。同氏が再任された場合には、独立役員の届け出を継続いたします。
　同氏の当社社外取締役の在任期間は本総会終結の時をもって３年となります。
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候補者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 ・ 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当 社 の
株 式 数

７

た

田
 

　
 

　
なか

中
 

　
 

　
きみ

公
 

　
 

　
こ

子
(1957年７月６日生)

【再任】【社外】
【独立役員】

    1981年    5 月 日本航空株式会社　入社
    2011年    1 月 シミックホールディングス株式会社　入社
    2012年    4 月 同社社長室　執行役員
    2016年    4 月 寺田倉庫株式会社　入社
    2019年    3 月 東邦レマック株式会社　社外取締役
    2019年    9 月 株式会社匠創生　顧問
    2020年    9 月 和洋女子大学看護学部　非常勤講師（現任）
    2021年    9 月 当社社外取締役（現任）
    2021年    11月 株式会社ストレージ王　社外監査役（現任）

－株

 （重要な兼職の状況）
　株式会社ストレージ王　社外監査役
 （2023年６月期取締役会出席状況）
　22回/22回（出席率100％）

◆社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
　田中　公子氏は、日本航空株式会社及びシミックホールディングス株式会社において人材教育やサービス品
質向上に幅広く取り組まれるとともに、上場企業の社外取締役を務められる等、豊富な経験と高い見識を有し
ております。引き続き当社社員の人材教育及びサービス品質向上に寄与していただけるとともに、当社の経営
に有効な助言・提言をいただけることを期待し、社外取締役候補者といたしました。
　同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由
により、社外取締役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。
　なお、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出を行っており
ます。同氏が再任された場合には、独立役員の届け出を継続いたします。
　同氏の当社社外取締役の在任期間は本総会終結の時をもって２年となります。

（注）１．各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
２．山澤　倶和氏、西門　賢治氏及び田中　公子氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役の候補

者であります。
３．当社は山澤　倶和氏、西門　賢治氏及び田中　公子氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づ

き、同法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度として同法第423条第１項の損害賠償責任を
限定する契約を締結しておりますが、３氏が再任された場合、当該契約を継続する予定であります。

４．当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結して
おり、当社取締役を含む被保険者がその業務につき行った行為に起因して損害賠償請求がなされたこ
とにより、被保険者が負担することとなる損害を当該保険契約によって塡補することとしております
（ただし、被保険者による犯罪行為等に起因する損害等については除く。）。各候補者が取締役に選
任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。
また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

５．横山　滋樹氏の所有する当社の株式数には、チャーム・ケア・コーポレーション従業員持株会におけ
る本人持分を含めて記載しております。
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候補者
番 号 氏 名 現在の当社における地位 選任の種別等

1 こ

小
 

　
 

　
さか

酒
 

　
 

　
とし

俊
 

　
 

　
ろう

朗 ― 【新任】【社外】【独立役員】

2 おお

大
 

　
 

　
しか

鹿
 

　
 

　
ひろ

博
 

　
 

　
ふみ

文 監査役 【再任】

3 えの

榎
 

　
 

　
もと

本
 

　
 

　
 

　
 

　
 

　
かたし

堅 監査役 【再任】【社外】【独立役員】

第３号議案　監査役３名選任の件
　監査役全員（３名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、社外監査役
２名を含む監査役３名の選任をお願いいたしたいと存じます。
　なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
　監査役候補者は、次のとおりであります。
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候補者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 ・ 当 社 に お け る 地 位
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当 社 の
株 式 数

１

こ

小
 

　
 

　
さか

酒
 

　
 

　
とし

俊
 

　
 

　
ろう

朗
(1958年10月１日生)

【新任】【社外】
【独立役員】

    1982年    4 月 カネボウ株式会社　入社
    2006年    5 月 カネボウ・トリニティ・ホールディングス

株式会社（現クラシエホールディングス株
式会社）転籍

    2013年    3 月 クラシエ製薬株式会社　常務執行役員
    2015年    3 月 クラシエホールディングス株式会社　執行

役員財務・経理室長
    2020年    3 月 クラシエホームプロダクツ株式会社　副社

長執行役員
    2021年    3 月 クラシエホールディングス株式会社　取締

役常務執行役員
クラシエホームプロダクツ株式会社　取締
役副社長執行役員

    2022年    3 月 ホーユー株式会社　監査役
    2023年    3 月 朋友ホールディングス株式会社　監査役(現

任)

－株

（重要な兼職の状況）
　朋友ホールディングス株式会社　監査役

◆社外監査役候補者とした理由
　小酒　俊朗氏は、他の会社の取締役・監査役等の要職を歴任され、財務・経理、企画・管理部門を中心に幅
広く企業経営における知識・経験を有しており、当社の監査体制に活かしていただけるものと考え、社外監査
役候補者といたしました。
　なお、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定です。
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所 有 す る
当 社 の
株 式 数

２

おお

大
 

　
 

　
しか

鹿
 

　
 

　
ひろ

博
 

　
 

　
ふみ

文
(1952年２月28日生)

【再任】

    1977年    4 月 鐘紡株式会社　入社
    1987年    3 月 大和証券株式会社　入社
    1996年    2 月 同社大阪公開引受部長
    2007年    4 月 イーウエストコンサルティング株式会社

設立　代表取締役（現任）
    2007年    12月 夢展望株式会社　社外監査役
    2008年    6 月 株式会社久世　社外監査役（現任）
    2008年    10月 当社社外取締役
    2011年    9 月 当社監査役（現任）
    2013年    8 月 株式会社ドーン　社外監査役
    2014年    9 月 株式会社スマートバリュー　社外監査役
    2015年    12月 株式会社ジェノバ　社外監査役（現任）
    2020年    9 月 株式会社スマートバリュー

社外取締役（現任）
（2023年9月退任予定）

－株

 （重要な兼職の状況）
　イーウエストコンサルティング株式会社　代表取締役
　株式会社久世　社外監査役
　株式会社ジェノバ　社外監査役
 （2023年６月期取締役会出席状況）
　22回/22回（出席率100％）
 （2023年６月期監査役会出席状況）
　13回/13回（出席率100％）

◆監査役候補者とした理由
　大鹿　博文氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見に加え、他の会社の監
査役としての経験を有しており、当社の監査体制に活かしていただけるとともに、これまでの当社監査役とし
ての職務を通じて当社の業務内容を理解しておりますので、引き続き監査役候補者といたしました。
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候補者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 ・ 当 社 に お け る 地 位
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当 社 の
株 式 数

３

えの

榎
 

　
 

　
もと

本
 

　
 

　
 

　
 

　
 

　
かたし

堅
(1956年２月23日生)

【再任】【社外】
【独立役員】

    1979年    4 月 株式会社大和銀行（現　株式会社りそな銀
行）　入行

    2010年    8 月 共英製鋼株式会社　入社　監査部担当部長
    2015年    6 月 同社執行役員　本社経理部担当役員補佐

兼情報システム部長
    2017年    6 月 同社取締役執行役員

コンプライアンス・本社人事総務部担当
    2018年    6 月 同社上席執行役員

コンプライアンス・本社人事総務部担当
    2020年    6 月 同社顧問
    2021年    2 月 当社社外監査役（現任）

－株

 （2023年６月期取締役会出席状況）
　22回/22回（出席率100％）
 （2023年６月期監査役会出席状況）
　13回/13回（出席率100％）

◆社外監査役候補者とした理由
　榎本　堅氏は、他の会社の取締役等の要職を歴任され、経理、人事総務、情報システム、さらにはコンプラ
イアンス部門まで幅広く企業経営における知識・経験を有しており、これらの知識・経験を当社の監査体制に
活かしていただけるものと考え、引き続き社外監査役候補者といたしました。
　なお、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出を行っており
ます。同氏が再任された場合には、独立役員の届け出を継続いたします。
　同氏の当社社外監査役の在任期間は本総会終結の時をもって２年７ヶ月となります。

（注）１．各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
２．小酒　俊朗氏及び榎本　堅氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役の候補者であります。
３．当社は大鹿　博文氏及び榎本　堅氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第425条第

１項に定める最低責任限度額を限度として同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結
しておりますが、両氏が再任された場合、当該契約を継続する予定であります。また、小酒　俊朗氏
の選任が承認された場合は、同内容の責任限定契約を締結する予定であります。

４．当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結して
おり、当社監査役を含む被保険者がその業務につき行った行為に起因して損害賠償請求がなされたこ
とにより、被保険者が負担することとなる損害を当該保険契約によって塡補することとしております
（ただし、被保険者による犯罪行為等に起因する損害等については除く。）。各候補者が監査役に選
任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。
また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

５．大鹿　博文氏は、2023年９月26日付をもって株式会社スマートバリューの社外取締役を退任される
予定であります。

以　上
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専門性及び経験

企業経営・
経営戦略

内部統制・
ガバナンス

新規開設・
不動産

介護施設
運営

営業・マーケ
ティング 財務・会計 法務・コンプ

ライアンス
人事・人材
開発 ＤＸ

下村隆彦 代表取締役会長兼社長 ● ● ● ● ● ● ● ●

小梶史朗 取締役常務執行役員 ● ● ● ● ●

前田好彦 取締役執行役員 ● ● ● ● ●

横山滋樹 取締役執行役員 ● ● ● ● ●

山澤倶和 取締役 ● ● ● ● ● ● ● ●

西門賢治 取締役 ● ● ● ● ● ● ●

田中公子 取締役 ● ● ● ● ● ●

小酒俊朗 常勤監査役 ● ● ● ● ● ●

大鹿博文 監査役 ● ● ● ●

榎本　堅 監査役 ● ● ● ● ● ● ● ●

（ご参考）

スキルマトリックス
第２号議案及び第３号議案が原案どおり承認可決された場合における取締役及び監査役の専門性と経
験は次のとおりとなります。

（注）上記は候補者の有する全ての専門性・知見を示すものではありません。
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（2022年７月　1日から2023年６月30日まで）
事　業　報　告

１．企業集団の現況に関する事項
（１）事業の経過及び成果
当連結会計年度（2022年７月１日～2023年６月30日）におけるわが国経済は、新型コ
ロナウイルス感染症の行動制限が緩和され、さらに2023年５月には感染症法上の位置付
けが５類へ移行されたことにより、経済活動は徐々に正常化に向けた動きが見られまし
た。その一方で、ウクライナ情勢の長期化にともなうエネルギー価格や原材料価格の高騰
による物価の上昇や円安の進行等により、国内景気の先行きは不透明な状況で推移いたし
ました。
介護業界におきましては、今後も高齢者人口は増加していき、これにともない高齢者単
独世帯も増加し、介護サービスに対する需要拡大が見込まれます。一方で、異業種からの
新規参入により競争が激しさを増しております。加えて、介護職における雇用情勢につき
ましては、2023年６月の有効求人倍率は3.73倍（全国平均・常用（パート含む））と全
職種平均の1.12倍を大きく上回り、介護職員の確保が引き続き課題となっているなど、当
業界を取り巻く環境は厳しさを増しております。
そのような状況のなか、当社グループは、「高齢者生活サービスを中心として、お客様
お一人おひとりの価値観を大切にし、お客様にあった魅力的な生活を提案する」という企
業理念を掲げ、開設エリアのお客様のニーズに応じた価格設定及びお客様にとって魅力的
な介護サービスの提供を通じて競争優位性の確保に向けた取り組みを進めてまいりまし
た。
また、より良い人材の確保及び定着に向け、処遇改善を行うとともに、従業員それぞれ
がライフスタイルに応じて働けるよう、働き方の選択肢を増やしました。また、ホーム運
営における人員配置の適正化やＩＴ機器の導入等による業務効率化も進めております。今
後とも当社グループは、お客様へより質の高いサービスが提供できるよう、従業員が働き
やすい職場環境づくりに邁進してまいります。
当連結会計年度の業績につきましては、介護事業におきまして、2022年夏から始まっ
た新型コロナウイルス感染症第７波及び2022年秋から始まった第８波の影響により、当
社ホームの一部におきまして新規入居が計画を下回り売上高を下押しいたしました。ま
た、衛生用品等の消耗品やスタッフの他ホーム応援手当等の費用発生が営業利益を圧迫い
たしましたが、それらコロナ関連費用のほぼ同額を補助金として受給し営業外収益に計上
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しカバーしております。また、光熱費の高騰が継続しており、一部の地域では補助金を受
給しておりますが、それ以外の地域におきましては、2023年１月以降、ホームの管理費
の料金改定を順次進めてまいりました。
以上のとおり、入居率については新型コロナウイルス感染症の影響を受けたものの、入
居率に応じたコストコントロールや光熱費上昇分の管理費の値上げにより、当社介護事業
の経常利益は前連結会計年度を上回り、期初の計画も上回る結果となりました。
また、2021年11月に連結子会社化した株式会社ライクが運営する４ホームにつきまし
ては、当社サポートによる運営・営業・採用等の経営改善により、入居率の改善が進み、
連結業績に貢献してきております。
当連結会計年度におけるホームの運営状況につきましては、運営ホーム数の合計は84ホ
ーム、居室数は5,673室（連結子会社である株式会社ライクの４ホーム、410室を含む）
であります。当社ホームの入居状況につきましては、ホーム開設から２年を経過した既存
ホームにおける平均入居率（※）95.3％（前年同期比95.6％）と高い入居率を維持してお
り、開設２年未満のホームの入居につきましても着実に進んでおります。
（※）より正確な情報開示のため、前連結会計年度までの入居率の算定方法を変更し、当

連結会計年度より、ホームごとに開設月からの期間をカウントし、24ヶ月（２年）
を経過したホームを既存ホームとして入居率の算定対象としております（前連結会
計年度までは当社の決算期を基準に算定しておりました）。前年同期の数字も変更
後の算定方法による入居率であります。

2021年11月に連結子会社化した株式会社ライクの４ホームの平均入居率は92.7％（買
収当初の2022年６月期第２四半期累計期間の平均入居率は74.5％）となっております。
当連結会計年度より「その他事業」から独立区分した報告セグメント「不動産事業」に
つきましては、前連結会計年度は１件の開発案件（「久我山案件」）の売却に対し、当連
結会計年度は当初の計画どおり２件の開発案件（「仙川案件」及び「大田中央案件」）の
売却ができたことにより、売上・利益ともに前連結会計年度を上回り、概ね期初の計画ど
おりの結果となりました。
また、前連結会計年度におきまして、介護事業用の固定資産３物件の譲渡による特別利
益を計上しましたが、当連結会計年度におきましては、同固定資産の譲渡を１物件に留め
たため、親会社株主に帰属する当期純利益の前年同期比は増加率が小さくなっております
が、アセットライト経営の方針に基づき、引き続き固定資産の売却を進める予定でありま
す。
以上の結果、当連結会計年度における売上高は37,887百万円（前年同期比30.3％
増）、営業利益は4,197百万円（前年同期比81.8％増）、経常利益は4,633百万円（前年
同期比85.3％増）、親会社株主に帰属する当期純利益は3,206百万円（前年同期比8.6％
増）となりました。
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案件 所在 居室数 開設年月日
チャーム東伏見 東京都西東京市 73室 2022年９月
チャームプレミアグラン池田山 東京都品川区 30室 2022年９月
チャームプレミアグラン御殿山弐番館 東京都品川区 37室 2022年11月
チャームスイート世田谷上馬 東京都世田谷区 55室 2022年12月
チャームプレミア御殿山参番館 東京都品川区 60室 2023年２月
チャームスイート荻窪 東京都杉並区 48室 2023年２月
チャーム清澄白河 東京都江東区 100室 2023年４月
チャームスイート四谷 東京都新宿区 67室 2023年６月
合計８ホーム（首都圏８ホーム） 470室

セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。
なお、当第４四半期連結会計期間より、従来「その他事業」に含めていた「不動産事
業」を独立区分し報告セグメントとしております。この報告セグメントの変更にともな
い、前連結会計年度の数値を変更後の区分に組み替えた数値で記載・比較しております。

①　介護事業
介護事業の当連結会計年度の売上高は29,278百万円（前年同期比16.8％増）、セグメ
ント利益は3,044百万円（前年同期比21.7％増）となりました。
なお、ホームの新規開設の状況につきましては、介護ニーズの伸長が見込まれる首都圏
の都市部において、高級住宅地を中心に、アッパーミドル～富裕層をターゲットとした高
価格帯ブランド「チャームプレミア」、「チャームプレミアグラン」シリーズを開設する
とともに、「チャーム」シリーズ、「チャームスイート」シリーズの開設も行い、バラン
スの取れた積極的な新規開設を進めております。

当連結会計年度における新規開設の状況は、以下のとおりです。

－ 20 －



招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

監
査
報
告

事
業
報
告

②　不動産事業
　不動産事業におきましては、当連結会計年度は当初の予定どおり２件の開発案件（「仙
川案件」及び「大田中央案件」）の売却とその他の不動産の売却を予定どおりに完了し、
売上・利益ともに前連結会計年度を上回り、概ね期初の計画どおりの結果となりました。
次期以降に向けた案件の開発も順調に進んでおります。
　以上の結果、当連結会計年度の売上高は7,454百万円（前年同期比149.7％増）、セグ
メント利益は2,037百万円（前年同期比212.0％増）となりました。

③　その他事業
その他事業は、連結子会社である株式会社グッドパートナーズが行っている人材派遣、
人材紹介、訪問看護等の事業です。当連結会計年度におきましては、新型コロナウイルス
感染症第７波及び第８波における派遣スタッフの感染者数増加により影響を受けました
が、第８波の収まりとともに業績は回復してまいりました。
以上の結果、当連結会計年度の売上高は1,495百万円（前年同期比19.8％増）、セグメ
ント利益は27百万円（前年同期は△0百万円）となりました。

（２）設備投資の状況
当連結会計年度中において実施いたしました当社グループの設備投資の総額は2,808百万円

で、その主なものは次のとおりであります。
介護事業における新規ホーム開設等にともなう建物建築費及び介護施設の備品設備等として

2,221百万円、差入保証金として586百万円の投資を実施しております。

（３）資金調達の状況
当連結会計年度中に、主に新規ホーム開設及び不動産開発の所要資金として、金融機関より

借入金9,442百万円の資金調達を行っております。
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　　（４）対処すべき課題
　　介護業界におきましては、異業種からの新規参入による競争の激化等により、当業界を取
り巻く環境は厳しさを増しております。そのような状況のなか、当社グループは、「高齢者
生活サービスを中心として、お客様お一人おひとりの価値観を大切にし、お客様にあった魅
力的な生活を提案する」という経営理念を掲げ、開設エリアのお客様のニーズに応じた価格
設定及びお客様にとって魅力的な介護サービスのご提供を通じて競争優位性の確保に向けた
取り組みを進めております。
　　わが国における高齢者人口は今後も増加していくことが考えられ、これにともない高齢者
単独世帯も増加し、介護サービスの提供を考慮した高齢者住宅の需要拡大が見込まれます。
このような状況のなか、当社グループは業績拡大にあたり、介護ニーズの伸長が見込まれる
首都圏及び近畿圏の都市部において、アッパーミドル～富裕層をターゲットとした高価格帯
ブランド「チャームプレミア」及び「チャームプレミアグラン」シリーズを開設するととも
に、「チャーム」シリーズ、「チャームスイート」シリーズの開設も含めたバランスの取れ
た積極的な新規開設を行い、規模の拡大を行うことが必要不可欠であると考えております。

　　当社グループは、今後も引き続き介護付有料老人ホームを中心とした施設介護事業のさら
なる展開を進めていくとともに、介護事業にとどまらない安定的な収益基盤を確立するうえ
で、不動産事業の拡大及び新規事業の創設を図ってまいります。

　　なお、当社グループが対処すべき主要な課題は以下の項目であると認識しております。

①　有料老人ホームの新規開設数の確保、増大
高齢者人口がさらに増加する日本の都市部において、老人ホームの需要が一層高まること

が予想されるなか、当社グループの介護事業のさらなる成長には、有料老人ホームの新規開
設が必要不可欠であります。従いまして、当社グループにおきましては、立地に係る情報収
集力をさらに高め、介護付有料老人ホームに加え住宅型有料老人ホームも含めて、有料老人
ホームの新規開設数の確保、増大を図ってまいります。
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②　不動産事業の安定した収益の確保及び新規事業の創設
　社会保障財政がひっ迫するなか、介護保険制度の将来を考えると、持続的成長を可能とす
る、介護事業だけにとどまらない事業基盤の強化が不可欠であります。そのために不動産事
業への領域拡大及びさらなる新規事業の創設を通じて、暮らし・住まい・介護に関わる複合
的なサービスをご提供していきたいと考えております。
　当社グループが行う不動産事業におきましては、ヘルスケア物件を対象とした不動産開発
及び売却による安定した収益が確保できるように、情報収集力をさらに高めてまいります。
引き続き、当社グループで保有する物件の売却を進め（ホームの運営は継続）アセットライ
ト経営を志向することにより、親会社株主に帰属する当期純利益の増益も見込んでおりま
す。
　さらに、介護事業、不動産事業に続く第３の柱とするべく、当社において2022年７月よ
り新たな部門として「事業構想室」を設置し、新規事業の創設や事業規模・領域の拡大のた
め、Ｍ＆Ａも積極的に進めてまいります。

③　労働力の確保及びホーム運営の効率化
今後の介護サービス需要の拡大にともない懸念される労働力不足の問題は、当社グループ

におきましても重要な経営課題と認識しており、従業員の定着率の向上のため、長期的な労
働力確保を視野に入れた新卒採用の強化や従業員の処遇改善の充実、キャリアパス制度の適
切な運営、実践に即した教育研修の実施などの取り組みを進めてまいります。
また、将来の労働力不足を見据え、IT機器やAIの導入により、サービスの質を向上させつ
つ、業務の効率化・省力化を図ってまいります。

④　コンプライアンス・内部統制の充実
介護保険制度下の事業者として社会的責任を果たすべく、引き続き法令遵守を徹底するこ

とに加え、企業経営の透明性と開示情報の正確性を確保させるため、内部統制システムの整
備に関する方針を定め、内部統制の構築を推進してまいります。

⑤　財務体質の改善
当社グループは積極的な事業拡大に際して、設備投資資金を主として金融機関からの借入

により調達してまいりましたので、有利子負債比率が比較的高い水準にありますが、今後の
企業間競争に耐えうる財務体質の確保に努め、成長投資のために必要な借入を継続しつつ、
財務の健全性とのバランスも意識した経営に努めてまいります。
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区 分 第 36 期
(2020年６月期)

第 37 期
(2021年６月期)

第 38 期
(2022年６月期)

第 39 期
(当連結会計年度)
(2023年６月期)

売 上 高 (百万円) － 22,984 29,071 37,887

経 常 利 益 (百万円) － 2,319 2,501 4,633

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 (百万円) － 1,535 2,951 3,206

１株当たり当期純利益 (円) － 47.09 90.50 98.28

総 資 産 (百万円) － 28,597 37,355 43,304

純 資 産 (百万円) － 11,125 12,458 15,135

１ 株 当 た り 純 資 産 額 (円) － 339.66 380.44 462.34

（５）財産及び損益の状況の推移
①　企業集団の財産及び損益の状況

（注）１．第37期より連結計算書類を作成しているため、第36期の各数値については記載しており
ません。

２．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を第38期
から適用しております。
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区 分 第 36 期
(2020年６月期)

第 37 期
(2021年６月期)

第 38 期
(2022年６月期)

第 39 期
(当事業年度)

(2023年６月期)

売 上 高 (百万円) 19,619 21,967 26,975 35,005

経 常 利 益 (百万円) 1,835 2,350 2,628 4,625

当 期 純 利 益 (百万円) 1,206 1,598 2,283 3,292

１株当たり当期純利益 (円) 39.40 49.01 70.01 100.91

総 資 産 (百万円) 23,980 28,453 35,602 42,227

純 資 産 (百万円) 9,822 11,224 11,872 14,627

１ 株 当 た り 純 資 産 額 (円) 300.12 342.67 362.46 446.76

②　当社の財産及び損益の状況の推移

（注）１．当社は、2020年１月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っておりま
す。第36期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり当期純利益及び１株
当たり純資産額を算定しております。

２．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を第38期
から適用しております。

会 社 名 資本金 当社の議決権比率 主要な事業内容

株式会社グッドパートナーズ 20百万円 100.0％ 人材派遣事業

株 式 会 社 ラ イ ク 50百万円 100.0％ 介護事業

（６）重要な親会社及び子会社の状況
①　親会社の状況

該当事項はありません。

②　重要な子会社の状況
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セグメントの名称 主　要　な　事　業　内　容

介 護 事 業 介護付有料老人ホーム及び住宅型有料老人ホームの運営

不 動 産 事 業 主にヘルスケア物件を対象とした不動産開発事業及びその他の不
動産事業

そ の 他 事 業 人材派遣事業、人材紹介事業、訪問看護事業

（７）主要な事業内容（2023年６月30日現在）
当社グループは、介護事業、不動産事業及びその他事業を行っております。その主な内容は

次のとおりであります。

所 在 地 運 営 ホ ー ム 数

東　京　都 35 ホーム

神 奈 川 県 ４ ホーム

大　阪　府 13 ホーム

京　都　府 ９ ホーム

奈　良　県 ５ ホーム

兵　庫　県 14 ホーム

合　　　計 80 ホーム

（８）主要な事業所（2023年６月30日現在）
①　当社

大阪本社　　：　　大阪市北区中之島三丁目６番32号
東京本社　　：　　東京都渋谷区渋谷三丁目28番15号

事業所
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所 在 地 訪 問 看 護 事 業 所 数 居宅介護支援事業所数

東　京　都 ４ 拠点 １ 拠点

所 在 地 運 営 ホ ー ム 数

大　阪　府 ４ ホーム

②　子会社
株式会社グッドパートナーズ
本　　　社　　：　　東京都世田谷区三軒茶屋一丁目37番８号
関西営業所　　：　　大阪市中央区南船場三丁目８番７号

事業所

株式会社ライク
本　　　社　　：　　大阪市北区中之島三丁目６番32号

事業所
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事 業 区 分 使 用 人 数 前連結会計年度末比増減
介 護 事 業 1,885 （571）名 120名増 （17名増）
不 動 産 事 業 ８ （－）名 1名増 （－）
そ の 他 事 業 58 （235）名 13名増 （38名増）
全 社 ( 共 通 ） 45 （3）名 3名増 （－）
合 計 1,996 （809）名 137名増 （55名増）

使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数
1,815（545）名 120名増（11名増） 43.8歳 3.5年

（９）使用人の状況（2023年６月30日現在）
①　企業集団の使用人の状況

（注）１．使用人数欄の（　）は、臨時従業員の年間平均雇用人員（１日８時間換算）で
あり、外数で記載しております。

２．「全社(共通）」として記載している使用人数は、特定の事業に区分できない
管理部門に所属しているものであります。

②　当社の使用人の状況

（注）１．使用人数欄の（　）は、臨時従業員の年間平均雇用人員（１日８時間換算）で
あり、外数で記載しております。

２．使用人数が前事業年度末と比べて、120名増加しましたのは、業容拡大にとも
なう定期及び期中採用によるものであります。

借 入 先 借　　　入　　　額　（百万円）

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 5,450
株 式 会 社 り そ な 銀 行 3,299
株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 2,080
株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 1,180
三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 450
株 式 会 社 池 田 泉 州 銀 行 232
株 式 会 社 京 都 銀 行 232

（10）主要な借入先の状況（2023年６月30日現在）
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①　発行可能株式総数 84,800,000株

②　発行済株式の総数 32,712,000株

③　株主数 8,786名

株　　主　　名 持株数 持株比率
株 式 会 社 エ ス ・ テ ィ ー ・ ケ ー 9,600,000株 29.42％
下 村 隆 彦 5,291,000株 16.22％
株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行 （ 信 託 口 ） 3,856,900株 11.82％
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 2,182,300株 6.69％
Ｇ Ｏ Ｖ Ｅ Ｒ Ｎ Ｍ Ｅ Ｎ Ｔ  Ｏ Ｆ  Ｎ Ｏ Ｒ Ｗ A Y 505,997株 1.55％
B B H  F O R  G R A N D E U R  P E A K
I N T E R N A T I O N A L  O P P O R T U N I T I E S  F U N D 480,900株 1.47％

日 本 証 券 金 融 株 式 会 社 376,700株 1.15％
チ ャ ー ム ・ ケ ア ・ コ ー ポ レ ー シ ョ ン 従 業 員 持 株 会 352,200株 1.08％
丸 本 桂 三 322,400株 0.99％
ＪＰ ＭＯＲＧＡＮ ＣＨＡＳＥ ＢＡＮＫ３８５６３２ 320,600株 0.98％

株　式　数 交付対象者数
取 締 役 （ 社 外 取 締 役 を 除 く ） 12,700株 4名

２．会社の現況に関する事項
（１）株式に関する事項（2023年６月30日現在）

④　大株主（上位10名）

（注）持株比率は自己株式（82,628株）を控除して計算しております。

⑤　当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況

（注）当社の株式報酬の内容につきましては、「（３）会社役員に関する事項　④　取締役及び
監査役の報酬等」に記載しております。
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名称
(発行決議日) 保有状況 新株予約権数

目的となる
株式の種類

及び数
発行価額 行使価額 権利行使

期間

第1回
新株予約権
（2017年

９月26日）

取締役
（社外取締役

を除く）
4名

  521個

普通株式
20,840株
（新株予約権

1個につき
40株）

1個当たり
20,610円

1株当たり
1円

2017年
11月１日から

2047年
10月31日まで

第2回
新株予約権
（2018年

９月26日）

取締役
（社外取締役

を除く）
4名

  656個

普通株式
13,120株
（新株予約権

1個につき
20株）

1個当たり
15,650円

1株当たり
1円

2018年
11月１日から

2048年
10月31日まで

第3回
新株予約権
（2019年

９月25日）

取締役
（社外取締役

を除く）
4名

  689個

普通株式
13,780株

（新株予約権
1個につき

20株）

1個当たり
21,860円

1株当たり
1円

2019年
11月１日から

2049年
10月31日まで

第4回
新株予約権
（2020年

９月25日）

取締役
（社外取締役

を除く）
4名

1,260個

普通株式
12,600株

（新株予約権
1個につき

10株）

1個当たり
11,120円

1株当たり
1円

2020年
10月31日から

2050年
10月30日まで

（２）新株予約権等に関する事項
①　当事業年度末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された
　　新株予約権の状況

（注）１．上記の新株予約権は、取締役（社外取締役を除く）に対して、株式報酬型ストッ
ク・オプションとして発行されたものであります。新株予約権の発行に当たり、当
該払込金額に相当する金銭報酬を支給することとし、この報酬債権と払込金額の払
込債務を相殺するため、金銭の払込みはありません。

　　　２．新株予約権の行使の条件は、権利行使期間内において、当社の取締役の地位を喪失
した日から10日を経過するまでの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使する
ことができます。

　　　３．当社は、2018年４月１日付及び2020年１月１日付で普通株式１株につき２株の
割合で株式分割を行っております。当該株式分割により、第１回から第３回までの
新株予約権の目的となる株式の数を調整しております。
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②　当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況
　　該当事項はありません。

③　その他新株予約権等に関する重要な事項
　　該当事項はありません。
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会社における地位 氏　　　名 担当及び重要な兼職の状況

代表取締役会長兼
社長

下村　隆彦
リスクマネジメント室担当
ウェルヴィル株式会社　社外取締役

取締役 里見　幸弘
常務執行役員　人事部、情報システム室、総務室、
財務経理室、経営企画室担当

取締役 奥村　孝行
常務執行役員　近畿圏介護事業部、教育研修部、
業務管理室担当
株式会社ライク　代表取締役社長

取締役 小梶　史朗
常務執行役員　ＤＸ推進室長兼事業構想室長
首都圏介護事業部、不動産事業部、首都圏営業部、
近畿圏営業部担当

取締役 山澤　倶和

取締役 西門　賢治

日本パナユーズ株式会社　代表取締役社長
アイネット・システムズ株式会社　監査役
株式会社Ｉ＆Ｃ　取締役
株式会社日本ネットワークサービス　監査役

取締役 田中　公子 株式会社ストレージ王　社外監査役

常勤監査役 吉川　良文

監査役 大鹿　博文

イーウエストコンサルティング株式会社　代表取締役
株式会社久世　社外監査役
株式会社スマートバリュー　社外取締役
株式会社ジェノバ　社外監査役

監査役 榎本　　堅

（３）会社役員に関する事項
①　取締役及び監査役の状況（2023年６月30日現在）
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（注）１. 取締役　山澤　倶和、西門　賢治及び田中　公子の３氏は、社外取締役であります。な
お、当社は３氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け
出ております。

２．取締役　山澤　倶和氏は、2023年６月27日付で株式会社池田泉州ホールディングスの社
外取締役及び株式会社池田泉州銀行の非業務執行取締役を退任しております。また、同氏
は、2023年７月４日付で学校法人大阪経済大学の理事長に就任しております。

３．取締役　西門　賢治氏は、株式会社日本ネットワークサービスの取締役でありましたが、
2023年６月８日付で退任し、同社監査役に就任しております。

４. 監査役　吉川　良文及び榎本　堅の両氏は、社外監査役であります。なお、当社は両氏を
東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

５. 監査役　大鹿　博文氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の
知見を有しております。

６. 社外役員の重要な兼職先と当社との関係は、後記「⑤　社外役員に関する事項」に記載し
ております。

②　責任限定契約の内容の概要
　当社は、各社外取締役及び各監査役との間に、会社法第427条第１項の規定により、法
令が定める最低責任限度額を限度として、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する
契約を締結しております。

③　役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
　当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との
間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社及び子会社の役員、執行役
員及び管理職従業員であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約によ
り被保険者がその業務につき行った行為に起因して損害賠償請求がなされたことにより、
被保険者が負担することとなる損害が塡補されることとなります。
　ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、被保険者によ
る犯罪行為等に起因する損害等については、塡補の対象としないこととしております。

④　取締役及び監査役の報酬等
イ．役員報酬等の内容の決定に関する方針等
　　当社は、2021年９月28日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にか

－ 33 －



かる決定方針を次のとおり決議しております。
　　また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の

決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していること
を確認し、当該決定方針に沿うものであると判断しております。

　(1) 基本方針
　　　当社の役員の報酬は、役員が中長期的な業績の向上を図るため、各人の役割及び職位等

に応じ、当社の業績、経営環境等を総合的に考慮の上、株主総会で承認された報酬枠の範
囲内でその額及び配分を決定しております。

　(2) 業績連動報酬等に関する方針
　　　業績連動報酬等は原則として採用しておりません。ただし、基本報酬決定の際に、業績

や経営環境等も考慮して決定するものとしております。
　(3) 非金銭報酬等に関する方針
　　　2021年９月28日開催の定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議

しております。当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するととも
に、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、年に１度付与いたしま
す。なお、2021年９月28日開催の定時株主総会において、株式報酬型ストック・オプシ
ョン制度は廃止いたしました。

　(4) 報酬等の割合に関する方針
　　　報酬等の種類ごとの割合については、非金銭報酬等の合計額が、社外取締役を除く個人

別基本報酬等の合計額の概ね25％以内となるようにしております。
　(5) 報酬等の付与時期や条件に関する方針
　　（ⅰ）基本報酬
　　　重任予定の取締役については、支給する事業年度の前事業年度の業績等に基づき、事業

年度末日の属する月である６月に翌事業年度の報酬月額を決定し、翌７月より支給するこ
ととしております。また、新任予定の取締役については、毎年９月に開催する定時株主総
会の終結後に翌10月から翌年６月までの報酬月額を決定し、翌10月より支給するものと
しております。

　　（ⅱ）譲渡制限付株式報酬
　　　年１回、取締役会において、譲渡制限付株式報酬規程に従い、当事業年度の各人への割

当株数、１株当たりの払込金額、付与する時期など、譲渡制限付株式の付与について決定
するものとしております。なお、対象取締役に対して支給される報酬総額は、金銭報酬額
とは別枠で年額20百万円以内、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数
は年15,000株以内となっております。
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区分 報酬等の総額
（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円） 対象となる
役員の員数

（名）基本報酬 業績連動
報酬等

非金銭
報酬等

取締役 109 96 － 13 7

（うち社外取締役） (12) (12) (－) (－) (3)

監査役 11 11 － － 3

（うち社外監査役） (8) (8) (－) (－) (2)

合　　　計 121 107 － 13 10

（うち社外役員） (20) (20) (－) (－) (5)

　(6) 報酬等の決定の委任に関する事項
　　　取締役の個人別の報酬等の内容の決定は、代表取締役社長に一任できるものとしており

ます。委任する権限の内容は、個人別の基本報酬の額を決定する権限とし、権限が適切に行
使されるための措置として、個人別の基本報酬の額は以下の手続きを経た上で決定するもの
としております。

　　　(ⅰ) 予算・人事を担当する取締役（以下「担当取締役」という。）が、支給する事業
年度の前事業年度の基本報酬をもとに個人別の基本報酬額の原案を作成する。

　　　(ⅱ) 代表取締役社長が(ⅰ)の原案を確認し、各人の役割及び職位等に応じ、当社の業
績、経営環境等を総合的に考慮して、必要に応じて修正する。

　　　(ⅲ) 原案又は(ⅱ)により修正した原案について、任意の報酬委員会の諮問にかける。
　　　(ⅳ) 任意の報酬委員会は、諮問を受けた事項について審議を行い、代表取締役社長に

対して助言・提言を行う。報酬委員会の助言・提言により、代表取締役社長は必
要に応じて再度修正し、決定する。

　　　(ⅴ) 代表取締役社長は、決定した個人別の基本報酬の額を担当取締役に報告する。
　　　(ⅵ) 報告を受けた担当取締役は、必要に応じて開示の要否等を判断する。

ロ．当事業年度に係る報酬等の総額等

（注）１. 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
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２. 非金銭報酬等の内容は、当社の株式であり、割当ての際の条件等は「イ．役員報酬等
の内容の決定に関する方針等」のとおりであります。また、当事業年度における交付
状況は「２．（１）⑤　当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付し
た株式の状況」に記載しております。

３. 取締役の金銭報酬の額は、2017年９月26日開催の第33回定時株主総会において年
額120百万円以内（うち、社外取締役分は年額20百万円以内）と決議しております
（使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない）。当該株主総会終結時点の取締役の
員数は、６名（うち、社外取締役は２名）です。
また、金銭報酬とは別枠で、2021年９月28日開催の第37回定時株主総会におい
て、社外取締役を除く取締役の譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬とし
て、年額20百万円以内、これにより発行又は処分される当社の普通株式の総数を年
15,000株以内と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役（社外取締役を
除く）の員数は、４名です。
なお、2017年９月26日開催の第33回定時株主総会において、社外取締役を除く取
締役の株式報酬型ストック・オプション報酬額として年額20百万円以内、新株予約
権の数の上限を年1,500個以内と決議しておりました（当該株主総会終結時点の取締
役（社外取締役を除く）の員数は、４名）が、譲渡制限付株式報酬制度の導入に伴
い、2021年９月28日開催の第37回定時株主総会をもって株式報酬型ストック・オ
プション制度を廃止いたしました。これに伴い、導入前に付与したものを除き、対象
取締役に対してストック・オプションとしての新株予約権を新たに発行しないことと
しております。

４. 監査役の金銭報酬の額は、2007年９月27日開催の第23回定時株主総会において年
額30百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、１
名です。
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５. 取締役会は、代表取締役会長兼社長である下村 隆彦氏に対し、各取締役の基本報酬
の額の具体的内容の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を
勘案しつつ、各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると
判断したためであります。なお、委任された権限が適切に行使されるための措置とし
て、前記「④イ(6)報酬等の決定の委任に関する事項(ⅰ)～(ⅵ)」に記載の措置を講じ
ております。

⑤　社外役員に関する事項
イ．他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係
　・取締役　山澤　倶和氏は、株式会社池田泉州ホールディングスの社外取締役及び株式会社

池田泉州銀行の非業務執行取締役でありましたが、2023年６月27日付で退任いたしまし
た。当社は株式会社池田泉州ホールディングス及び株式会社池田泉州銀行との間に定常的
な銀行取引があるほか、資金の借入を行っておりますが、当事業年度末時点における借入
額は当社の総資産の１％未満であります。

　・取締役　西門　賢治氏は、日本パナユーズ株式会社の代表取締役社長、株式会社Ｉ＆Ｃの
取締役であるとともに、アイネット・システムズ株式会社の監査役であります。また、同
氏は、株式会社日本ネットワークサービスの取締役でありましたが、2023年６月８日付
で退任し、同社監査役に就任しております。日本パナユーズ株式会社をはじめ各社と当社
の間には特別な関係はありません。

　・取締役　田中　公子氏は、株式会社ストレージ王の社外監査役であります。株式会社スト
レージ王と当社の間には特別な関係はありません。
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区　分 氏　名 主　な　活　動　状　況

取締役 山澤　倶和

　当事業年度に開催された取締役会には、22回中22回出席いたしまし
た。取締役会では主に企業経営における豊富な経験と高い見識を活か
した経営的視点から積極的に意見を述べており、当社の経営に有効な
意見表明及び経営陣に対する指導・監督を行うなど、取締役会の意思
決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしておりま
す。また、任意の指名委員会及び報酬委員会の委員として意見を述べ
るなど重要な役割を果たしました。

取締役 西門　賢治

　当事業年度に開催された取締役会には、22回中22回出席いたしまし
た。取締役会では主に企業経営における豊富な経験と高い見識を活か
した経営的視点から積極的に意見を述べるなど、取締役会の意思決定
の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。
また、任意の指名委員会の委員として意見を述べるなど重要な役割を
果たしました。

取締役 田中　公子

　当事業年度に開催された取締役会には、22回中22回出席いたしまし
た。取締役会では人材教育、サービス品質向上及び社外役員としての
豊富な経験と高い見識を活かし、品質向上及び経営的視点の両面で積
極的に意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確
保するための適切な役割を果たしております。また、任意の報酬委員
会の委員として意見を述べるなど重要な役割を果たしました。

常勤監査役 吉川　良文

　当事業年度に開催された取締役会には、22回中22回、また監査役会
には、13回中13回出席し、主に企業経営、経営戦略策定などの分野に
おける知識・経験等を活かした意見を述べるなど、取締役会の意思決
定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
また、監査役会において、議案の審議等に適宜、必要な発言を行って
おります。

監査役 榎本　　堅

　当事業年度に開催された取締役会には、22回中22回、また監査役会
には、13回中13回出席し、主に企業経営における豊富な経験と高い見
識を活かした意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正
性を確保するための助言・提言を行っております。また、監査役会に
おいて、議案の審議等に適宜、必要な発言を行っております。

ロ．当事業年度における主な活動状況
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（４）会計監査人の状況
①　名称　　　　　　　　　　　　　　仰星監査法人

報酬等の額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 24百万円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上
の利益の合計額 24百万円

②　報酬等の額

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法
に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できません
ので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しており
ます。

２．監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積り
の算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査
人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

③　非監査業務の内容
　該当事項はありません。

④　会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場

合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたしま
す。
また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合

は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定
した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と
解任の理由を報告いたします。
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３．業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要
（１）業務の適正を確保するための体制
①　取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・当社全体に適用する企業理念を定めるとともに、法令遵守意識の定着と運用を図るため、
代表取締役社長を委員長とする取締役会直属のリスク・コンプライアンス委員会を設置し
ております。

・代表取締役社長に直属するリスクマネジメント室を設置し、法令及び定款の遵守体制の有
効性の監査を行うとともに、各部門の内部管理体制の適切性・有効性の検証・評価を行
い、その改善を促すことにより、使用人の職務執行の適法性を確保しております。

②　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・取締役の職務執行に係る文書その他の情報は、経営判断等に用いた関連資料とともに「文
書管理規程」に従い、適切に保存・管理しております。

③　損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・当社は「リスク管理規程」、「コンプライアンス規程」等を基に、全社的なリスク管理に
取り組むとともに、リスク・コンプライアンス委員会をリスクマネジメントの推進部署と
位置付け、リスクマネジメントの計画の策定、体制の整備、検証及びリスク情報の一元化
を行っております。

・代表取締役社長に直属するリスクマネジメント室を設置し、当社の事業において発生する
様々なリスクについて、当社が被る不利益を最小限に止めるべく、調査・対応を行うとと
もに、予防・再発防止のための施策の策定、実施を行っております。
・各部門においては経営に重大な影響を及ぼすおそれのあるリスクの洗い出しを行い、適時
にリスク・コンプライアンス委員会に対し報告し、適切な対応を行うこととしておりま
す。

④　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・取締役会を原則として月１回定時に開催し、法定事項のほか業務執行に関する具体的事項
等に係る意思決定を行っております。
・年度予算に基づき、予算期間における計数的目標を明示するとともに、予算と実績の差異
分析を通じて所期の業績目標の達成を図るようにしております。
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⑤　当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・経営企画室は、「関係会社管理規程」に基づき子会社を管理する体制としているほか、子
会社の業務及び取締役等の職務執行の状況を定期的に当社の取締役会に報告しておりま
す。
・当社グループ間における取引において、取引の実施及び取引条件の決定等に関する手続き
を定め、グループ間における取引の客観性及び合理性を確保しております。
・リスク・コンプライアンス委員会を設置し、法令等に違反する行為、違反の可能性のある
行為など不適切な行為を未然に防止し、取締役及び使用人の法令遵守体制の強化を図って
おります。

・リスクマネジメント室は、当社の法令及び定款の遵守体制の有効性について監査を行うと
ともに、監査を受けた各部門に、是正、改善の必要があるときには適時にその対策を講じ
るよう、適切な指導を行っております。

⑥　監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関す
る事項

・監査役がその必要を求めた場合には、必要な人数やその能力・経験・権限を取締役と監査
役との協議のうえ決定することとしております。

⑦　前項の使用人の取締役からの独立性に関する事項
・当該使用人の任命、評価、異動、賞罰は監査役会の同意を要するものとし、また、当該使
用人は監査役の指揮命令にのみ服するものとしております。

⑧　当社及び子会社の取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への
報告に関する体制
・監査役の要請に応じて、当社及び子会社の取締役及び使用人は必要事項の報告を行い、リ
スクマネジメント室は内部監査の結果等をすみやかに報告することとしております。

・当社及び子会社の取締役及び使用人は、重大な法令・定款違反及び不正行為又は会社に著
しい損害を与える事実を知ったときには、適時に報告することとしております。

・通報者が不利益を被ることがないよう「内部通報制度運用規程」を定めることで、内部通
報制度の実効性を確保しております。
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⑨　その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査役は取締役会のほか、他の重要な会議に出席しております。また、監査役から要求の
あった文書等は随時提供することとしております。
・監査役又は監査役会が監査の実施のために弁護士、公認会計士その他社外の専門家に対し
て助言を求める又は調査、鑑定その他の事務を委託する等所要の費用を請求するときは、
当該請求に係る費用が監査役の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、これを
拒むことはできないようにしております。

　　　⑩　財務報告の適正性を確保するための体制
・金融商品取引法に基づく内部統制報告制度への対応を、企業基盤強化のインフラ整備の一
環として位置付け、組織の業務全体に係わる財務情報を集約したものである財務報告の適
正性を確保するために、当該財務報告に係わる内部統制の有効かつ効率的な整備、運用及
び評価を行います。

　　　⑪　反社会的勢力との取引排除に向けた基本的な考え方
・当社は「反社会的勢力対策規程」及び「反社会的勢力への対応マニュアル」等の社内規程
に明文の根拠を設け、代表取締役社長以下組織全員が一丸となって反社会的勢力の排除に
取り組んでおります。

・反社会的勢力とは取引関係を含めて一切関係を持ちません。また、反社会的勢力による不
当要求は一切を拒絶いたします。

　　　⑫　反社会的勢力との取引排除に向けた整備状況
・「反社会的勢力対策規程」及び「反社会的勢力への対応マニュアル」において反社会的勢
力に対する姿勢について明文化し、全従業員の行動指針としております。
・反社会的勢力の排除を推進するため総務室を統括管理部署とし、また、各ホームに不当要
求対応の責任者を設置しております。
・「コンプライアンス規程」及び「リスク・コンプライアンス委員会規程」等の関係規程等
を整備し、反社会的勢力排除のための体制構築に取り組んでおります。

・取引先等について、反社会的勢力との関係に関して確認を行っております。
・反社会的勢力の該当有無の確認のため、外部関係機関等から得た反社会的勢力の情報収集
に取り組んでおります。

・反社会的勢力からの不当要求に備え、平素から警察、弁護士等の外部専門機関と密接な連
携関係の構築に努めております。
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（２）業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
①　当期は、取締役会を22回開催し、経営方針及び経営戦略に関する重要事項の審議のほ
か、各取締役の業務執行状況等の監督がなされております。また、監査役会を13回開催
し、監査に関する重要事項の協議・決議を行っております。

②　当期は、社外取締役をオブザーバーに加えたリスク・コンプライアンス委員会を12回開
催し、各部門の法令遵守及びリスク管理状況の報告並びに対策の協議を行っております。ま
た、社内報、メールマガジンの配信、社内イントラネットを通じた掲示板において、コンプ
ライアンスに関する情報提供を継続的に行っているほか、全使用人を対象としたコンプライ
アンス確認テストの実施、コンプライアンス研修の定期開催などを通じて、使用人の法令遵
守意識の定着に努めております。

③　情報セキュリティ対策として、ご入居者様あるいはそのご家族様の重要な個人情報などの
情報管理を徹底しております。システム上の情報管理については漏洩防止のため、セキュリ
ティソフトにより外部ネットワークからのアクセスを遮断するほか、原則ノートパソコンな
どの電子機器の持ち出しを禁止しております。また、ノートパソコンには、起動時のパスワ
ード管理を実施しており、第三者が容易に起動させることができない設定となっておりま
す。

４．会社の支配に関する基本方針
当社では、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針について

は、特に定めておりません。

５．剰余金の配当等の決定に関する方針
当社は、利益配分につきまして、株主利益の向上を重要な課題と位置付け、利益水準及び配当

性向等を総合的に勘案したうえで安定的な配当を行うことを基本方針としております。また、当
社は剰余金の配当等会社法第459条第１項各号に定める事項については、法令に別段の定めがあ
る場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨を定款に定めております。
当事業年度の期末配当につきましては、当事業年度の業績並びに今後の事業展開等を勘案し、
１株当たり普通配当22円とさせていただく予定であります。
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（2023年６月30日現在）
（単位：百万円）

資 産 の 部 負 債 の 部
流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
売 掛 金
販 売 用 不 動 産
開 発 用 不 動 産
金 銭 の 信 託
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物 及 び 構 築 物
土 地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定
そ の 他
無 形 固 定 資 産
の れ ん
そ の 他
投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
差 入 保 証 金
繰 延 税 金 資 産
そ の 他　

21,448
6,813
2,885
1,628
4,171
4,731
1,225
△7

21,856
11,037
6,802
1,822
212
1,383
817
2,873
2,802
71

7,944
610
5,298
1,357
679　

流 動 負 債 20,060
買 掛 金 300
短 期 借 入 金 5,374
１年内返済予定の長期借入金 955
リ ー ス 債 務 87
未 払 法 人 税 等 1,272
未 払 金 1,823
契 約 負 債 9,713
賞 与 引 当 金 135
そ の 他 397

固 定 負 債 8,108
長 期 借 入 金 6,597
リ ー ス 債 務 146
退 職 給 付 に 係 る 負 債 664
資 産 除 去 債 務 214
繰 延 税 金 負 債 214
そ の 他 271

負 債 合 計 28,168
純 資 産 の 部

株 主 資 本 15,098
資 本 金 2,759
資 本 剰 余 金 2,758
利 益 剰 余 金 9,646
自 己 株 式 △66

その他の包括利益累計額 △12
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 △0
退職給付に係る調整累計額 △11

新 株 予 約 権 50
純 資 産 合 計 15,135

資 産 合 計 43,304 負 債 ・ 純 資 産 合 計 43,304

連　結　貸　借　対　照　表

（注）記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。
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(2022年 7 月 1 日から
2023年 6 月30日まで)

（単位：百万円）

科 目 金 額
売 上 高 37,887
売 上 原 価 31,049
売 上 総 利 益 6,837

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2,639
営 業 利 益 4,197

営 業 外 収 益
受 取 利 息 3
補 助 金 収 入 447
そ の 他 51 502

営 業 外 費 用
支 払 利 息 58
そ の 他 8 67
経 常 利 益 4,633

特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益 529
補 助 金 収 入 30 560

特 別 損 失
固 定 資 産 圧 縮 損 29
減 損 損 失 299 329

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 4,864
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 1,818
法 人 税 等 調 整 額 △161 1,657
当 期 純 利 益 3,206
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 3,206

連　結　損　益　計　算　書

（注）記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。
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(2022年 7 月 1 日から
2023年 6 月30日まで)

（単位：百万円）
株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計

当 期 首 残 高 2,759 2,755 6,994 △76 12,432

当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △554 △554
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 3,206 3,206

自 己 株 式 の 処 分 3 10 13
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （ 純 額 ）

当 期 変 動 額 合 計 － 3 2,652 10 2,665
当 期 末 残 高 2,759 2,758 9,646 △66 15,098

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
新 株 予 約 権 純 資 産 合 計

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 退 職 給 付 に 係 る
調 整 累 計 額

そ の 他 の 包 括 利 益
累 計 額 合 計

当 期 首 残 高 △4 △19 △23 50 12,458
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △554
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 3,206

自 己 株 式 の 処 分 13
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （ 純 額 ） 4 7 11 11

当 期 変 動 額 合 計 4 7 11 ー 2,676
当 期 末 残 高 △0 △11 △12 50 15,135

連結株主資本等変動計算書

（注）記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。
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（2023年６月30日現在）
（単位：百万円）

資 産 の 部 負 債 の 部
流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
売 掛 金
販 売 用 不 動 産
開 発 用 不 動 産
金 銭 の 信 託
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
構 築 物
工 具 、 器 具 及 び 備 品
土 地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定
そ の 他

無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ エ ア
そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
差 入 保 証 金
繰 延 税 金 資 産
そ の 他　

19,825
6,085
2,552
1,628
4,171
4,710
684
△7

22,401
9,306
5,681
250
783
997
207
1,382

2
70
65
4

13,025
610
5,208
5,206
1,338
661　

流 動 負 債 19,737
買 掛 金 281
短 期 借 入 金 5,374
１年内返済予定の長期借入金 955
リ ー ス 債 務 85
未 払 法 人 税 等 1,260
未 払 金 1,636
契 約 負 債 9,688
賞 与 引 当 金 119
そ の 他 335

固 定 負 債 7,862
長 期 借 入 金 6,597
リ ー ス 債 務 142
退 職 給 付 引 当 金 641
資 産 除 去 債 務 214
そ の 他 266

負 債 合 計 27,599
純 資 産 の 部

株 主 資 本 14,578
資 本 金 2,759
資 本 剰 余 金 2,758
資 本 準 備 金 2,748
そ の 他 資 本 剰 余 金 10

利 益 剰 余 金 9,126
 そ の 他 利 益 剰 余 金 9,126
繰 越 利 益 剰 余 金 9,126

自 己 株 式 △66
評 価 ・ 換 算 差 額 等 △0
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 △0

新 株 予 約 権 50
純 資 産 合 計 14,627

資 産 合 計 42,227 負 債 ・ 純 資 産 合 計 42,227

貸　借　対　照　表

（注）記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。
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(2022年 7 月 1 日から
2023年 6 月30日まで)

（単位：百万円）

科 目 金 額
売 上 高 35,005
売 上 原 価 28,539
売 上 総 利 益 6,466

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2,272
営 業 利 益 4,193

営 業 外 収 益
受 取 利 息 3
補 助 金 収 入 406
そ の 他 86 496

営 業 外 費 用
支 払 利 息 60
そ の 他 4 64
経 常 利 益 4,625

特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益 528
補 助 金 収 入 30 559

特 別 損 失
固 定 資 産 圧 縮 損 29
減 損 損 失 299 329

税 引 前 当 期 純 利 益 4,855
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 1,802
法 人 税 等 調 整 額 △239 1,563
当 期 純 利 益 3,292

損　益　計　算　書

（注）記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。
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(2022年 7 月 1 日から
2023年 6 月30日まで)

（単位：百万円）
株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自 己 株 式 株 主 資 本
合 計資本準備金 その他資本

剰 余 金
資本剰余金

合計

その他利益
剰余金 利益剰余金

合計繰越利益
剰余金

当 期 首 残 高 2,759 2,748 6 2,755 6,389 6,389 △76 11,827

当 期 変 動 額 －

剰 余 金 の 配 当 △554 △554 △554
当 期 純 利 益 3,292 3,292 3,292
自 己 株 式 の 処 分 3 3 10 13
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） －

当 期 変 動 額 合 計 － － 3 3 2,737 2,737 10 2,751

当 期 末 残 高 2,759 2,748 10 2,758 9,126 9,126 △66 14,578

評 価 ・ 換 算 差 額 等
新 株 予 約 権 純 資 産

合 計繰 延 ヘ ッ ジ
損 益

評価・換算差
額 等 合 計

当 期 首 残 高 △4 △4 50 11,872
当 期 変 動 額 ー
剰 余 金 の 配 当 △554
当 期 純 利 益 3,292
自 己 株 式 の 処 分 13
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （ 純 額 ） 4 4 4

当 期 変 動 額 合 計 4 4 － 2,755

当 期 末 残 高 △0 △0 50 14,627

株主資本等変動計算書

（注）記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。
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独立監査人の監査報告書
2023年８月18日

株式会社チャーム・ケア・コーポレーション
取締役会　御中

仰星監査法人
大阪事務所
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 岩 渕 　 誠
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 池 上 由 香

　監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社チャーム・ケア・コーポレーションの2022
年７月１日から2023年６月30日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益
計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、株式会社チャーム・ケア・コーポレーション及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係
る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。　　　　　　
当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、ま
た、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適
切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開
示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用に
おける取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その
他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討
すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払
うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事
実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に係る会計監査報告
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連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視するこ
とにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計
すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断
される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的
専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した　　　　　　　
監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎と
なる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書に
おいて連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事
項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の
結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企
業として存続できなくなる可能性がある。
・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計
算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・　連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監
査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査
人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した
内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
て報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守し
たこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減する
ためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。

以上
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独立監査人の監査報告書
2023年８月18日

株式会社チャーム・ケア・コーポレーション
取締役会　御中

仰星監査法人
大阪事務所

指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 岩 渕 　 誠
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 池 上 由 香

　監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社チャーム・ケア・コーポレーション
の2022年７月１日から2023年６月30日までの第39期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計
算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について
監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと
認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の
倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判
断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開
示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用に
おける取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はそ
の他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他
の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討する
こと、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うこ
とにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事
実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類に係る会計監査報告
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計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する
事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視するこ
とにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
と、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的
専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した　　　　　

監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎と
なる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め
られるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書にお
いて計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適
切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、
監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として
存続できなくなる可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等
が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

 　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した
内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
て報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守し
たこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減する
ためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上
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監　査　報　告　書
　当監査役会は、2022年７月１日から2023年６月30日までの第39期事業年度の取締役の職
務の執行に関して各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成
し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（１）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果

について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について
報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

（２）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等
に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監
査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
①　取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況に

ついて報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び
主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社につい
ては、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて
子会社から事業の報告を受けました。

②　事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保
するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保
するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制
の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部
統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について
定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているのかを監視及び
検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に
応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われること
を確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関す
る品質管理基準」に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めま
した。
以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸

借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並び
に連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結
注記表）について検討いたしました。

監査役会の監査報告
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２．監査の結果
（１）事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示してい
るものと認めます。

②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実
は認められません。

③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該
内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、
指摘すべき事項は認められません。

（２）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人である仰星監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（３）連結計算書類の監査結果
会計監査人である仰星監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2023年８月25日
株式会社チャーム・ケア・コーポレーション　監査役会

常 勤 監 査 役
(社外監査役) 吉 川 良 文
監 査 役 大 鹿 博 文
社 外 監 査 役 榎 本 　 堅

　
以　上
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■京　阪： 中之島線 「大江橋駅」 徒歩２分
本 線 「淀屋橋駅」 徒歩５分

■地下鉄： 御堂筋線 「淀屋橋駅」 徒歩５分
■Ｊ　Ｒ： 東 西 線 「北新地駅」 徒歩５分
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